
  

2. サステナビリティの取り組み 
昨年３月にサステナビリティの取り組みを加速させ
るため、サステナビリティ推進室を設置し、また確
実に具現化していくために本部各部横断的に３つの
分科会を同時に設置しました。 
2021 年９月には TCFD への賛同を表明し、気候変動
に関する取組みについて複数のシナリオを考慮して
適切な開示に努めております。 
TCFD＝気候変動に関する財務内容開示のタスクフォース 

 
21 世紀末までに脱炭素に積極的に取組まない４℃上
昇シナリオでは、県の面積に占める河川の割合が全
国有数で平地が広い埼玉県では、洪水による大きな 
災害が想定され、県内の皆さまと一緒に早急に脱炭
素に取組んでいく必要があろうかと思っております。 
そこで当行は様々なお取引先の脱炭素をはじめとし
た SDGｓの課題に対応した商品・サービスを数多く
用意しており、お取り組み状況や企業規模・業種な
どに応じて、最適なご支援メニューをご提供いたし
ます。 

 
また、当行が営業基盤としている埼玉県の持続可能
こそが当行の将来につながりますので、地方公共団
体や NPO などと連携しつつ、金融経済教育をはじ
めとして埼玉県の次世代に積極的に関与していかな
ければならないと考えています。 

 
 
 
 
 
 

■（SDGｓに関する特徴的な取り組み） 
生物多様性への取組み 

「公益信託武蔵野銀行みどりの基金」は、当行 40
記念事業として、1992 年にスタートしました。これ
までに埼玉県内で自然環境保全に取組む 331 団体に
7,651 万円の助成を行っております。 
また、2021 年 12 月に開業した本店ビルの１階周辺
に、約 1400本の地域在来の植物を植栽して、銀行本
店として初の JHEP の認証を取得しました。JHEP
とは建物などに対して生物多様性への貢献度を評価
する認証制度です。生物多様性保全はその地域毎に
取組んでいく必要がありますので、地方銀行の経営
と非常に親和性があると個人的には感じております。 

 
■従業員への SDGｓの周知・浸透 
「誰一人取り残さない」ことを目
指す SDGｓは、みんなで取り組ま
なければならないことです。SDGｓ
の取り組みが一過性のものになら
ないように、少しずつ確実に従業
員に浸透していければと考えてい
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


